
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

零 

平成２３年１１月 

焼津市自治基本条例を考える市民会議ニュース 

まちづくり回覧板 

まちづくりの基本的ルールとなる自治基本条例の検討を始めます！ 

自治基本条例の検討は誰がするの？ 

自治基本条例の検討は、市民が主体とな

り、議会・行政と協働して検討していきま

す。そのための第１歩として『焼津市自治

基本条例を考える市民会議』が設置されま

した。市内の各種団体などから推薦された

15 人、公募により選ばれた市民 10 人、市

職員 5 人、計 30 人（男 19 人、女 11 人）

の委員により構成され、平成 25 年 1 月を

目標に検討結果をまとめ、条例の骨子案と

して市長に提案します。また、より多くの

市民が検討に参加できるように、市民が誰

でも自由に参加できる意見交換の場（ワー

ルドカフェ）や市民会議の委員がまちに出

て市民や市内の各種団体などと意見交換を

行う場を今後設けていく予定です。 

 議会と行政は、市民会議から提出された

骨子案に基づいて専門的な検討をします

が、その過程においても、市民会議やパブ

リックコメントなどを実施し、市民意見の

反映に努めます。 

発行 焼津市自治基本条例を考える市民会議 

事務局：焼津市企画財政部企画調整課 

電話：054-626-2141（直通） 

E-mail：kikaku@city.yaizu.lg.jp 

焼津市自治基本条例を考える市民会議ニュース 準備号（平成２３年１１月） 

自治基本条例って何？ 

「自治基本条例」とは、わたしたちのま

ちを将来も幸せに暮らし続けられるように

するために、自治やまちづくりに関する基

本原則を明文化した条例です。 

内容は、地域を担う市民・議会・行政な

どの様々な人や組織が、よりよいまちづく

りを進められるようにするためのそれぞれ

の役割や、協働によるまちづくりの仕組み

などについて定めるものであり、市民・議

会・行政などが一緒に、様々な参加・協働

の工夫をしながら、まちの歴史や風土等の

個性に合った自治基本条例をつくります。 

 

～みんなでつくる自治基本条例～ 

自治基本条例はなぜ必要なの？ 

 近年、地方分権時代の到来により、地域の

特色を活かした行政運営が求められていま

す。また、東日本大震災により、災害対応に

おける地域コミュニティの重要性が再認識

されたところです。さらには、少子高齢化、

子育てや介護、防犯、環境問題など行政だけ

では解決できない課題が増加しています。 

このため、「焼津」の特色を活かした行政

運営、そのための市民参加のあり方や市民・

議会・行政の協働によるまちづくりを推進し

ていくことが重要であり、市政運営の基本理

念や市民・議会・行政の協働によるまちづく

りなどの基本的なルールを定める必要があ

ります。 

今後は、この「まちづくり回覧板」で自

治基本条例を考える市民会議の情報を随時

発信していきますので、ご期待ください！ 

 

 

※この事業は、市町フレンドシップ推進事業として、財団法人静岡県市町村振興協会から、市町村振興宝くじ「サマージャンボ宝くじ」

「オータムジャンボ宝くじ」収益基金による事業費の一部助成を受けて実施されています。 
「オータムジャンボ宝くじ」収益基金による事業費の一部助成を受けて実施されています。 


